
記者発表資料
平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５ 日
秋 田 河 川 国 道 事 務 所
湯 沢 河 川 国 道 事 務 所
能 代 河 川 国 道 事 務 所
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～ 河 川 巡 視 に お け る 取 り 組 み の 強 化 ～

赤色回転灯を点灯して
河川パトロールを強化します！

河川やダムは安らぎや憩いを求める場、スポーツやレクリエー
ション活動の場として多くの方々に利用されています。しかし、
一方では河川法で規定されている違法な行為が後を絶ちません。

このため、国土交通省が管理する雄物川、米代川および子吉川
とその支川並びに玉川ダムについて、違法な行為を抑止し、出水
時の水防活動を迅速に行うための警戒活動として、河川パトロー
ルカーの赤色回転灯を点灯して巡視の強化を図りますのでお知ら
せします。

国土交通省では出水時の水防活動を迅速に行うための警戒活動として、河川管理施
設の点検や河川区域内での違法行為防止を目的に、河川パトロールカーによる河川巡
視を週１～２回程度実施しています。しかし、河川管理施設への損傷行為やゴミの不
法投棄などの不法行為が後を絶ちません。このため、地域の皆様の安心感の確保や不
法行為に対する抑止力の向上、また水質事故（油の流出など 、野火発生などへの警）
戒活動として、河川パトロールカーの赤色回転灯を点灯させて巡視を強化することと
しましたのでお知らせします。

なお、実施区間は雄物川、米代川及び子吉川とその支川並びに玉川ダムで国土交通
省が管理する区間（別添図参照）です。

また、実施開始は６月１６日（火）から予定しております。

※発表先：秋田県政記者会
問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 ０１８－８６４－２２９０

副所長 中川 博樹 （内線２０４）
なかがわ ひ ろ き

河川管理課長 七尾 重亮 （内線３３１）
な な お しげあき

湯沢河川国道事務所 ０１８３－７３－５３４０

副所長 佐藤 徳男 （内線２０４）
さ と う の り お

河川管理課長 長谷川 優人（内線３３１）
は せ が わ ま さ と

能代河川国道事務所 ０１８５－７０－１２４６

副所長 今野 裕美 （内線２０４）
こ ん の ひ ろ み

河川管理課長 吉田 久 （内線３３１）
よ し だ ひさし

玉川ダム管理所 ０１８７－４９－２１７０

所 長 高橋 淳 （内線２０１）
たかはし じゅん

管理係長 小野 一 （内線３３２）
お の かず



河川巡視で使用している河川パトロールカー【例】
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国土交通省が管理する範囲（雄物川・米代川・子吉川および
主な支川並びに玉川ダム 
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